
農業法人等の皆様方へ

広域連携アグリビジネスモデル支援事業のご案内

この事業は、都道府県の区域を越えて行われる広域的なアグリビジネスの取組を
支援するため、農業法人等が食品産業等の実需者と連携して付加価値の高い
農業経営を行うのに必要となる機械・施設等の整備を国が直接支援するものです。
※事業実施の手順
公募期間中に事業計画を応募→農林水産本省の審査委員会で採択(補助金交付候補者)→
地方農政局で事業計画を承認(事業実施主体)→補助金の交付地方農政局で事業計画を承認(事業実施主体)→補助金の交付

事業実施主体

都道府県の区域を越えて広域的に活動を展開する､
①食品産業等実需者と連携する農業法人等
②生産者と連携する中小企業者等の事業協同組合等
③生産者と連携する農業法人等

補助対象施設（例）

③生産者と連携する農業法人等
※その他の要件
①は、実需者から出資を受けていることが必要です。
①,③は、原則として３戸以上の農家が含まれている法人で、法人が認定農業者であるか又は法人の構成員に
認定農業者が含まれていることが必要です。

補助率

事業費の１／２（沖縄県にあっては２／３）以内です。
農業用機械を整備する場合及び事業協同組合等が事業実施主体の場合は、補助率は１／３となります。
平成２１年度の予算額は５０８，８１８千円です。

処理加工施設 高機能な温室集出荷施設

公募情報

平成２１年７月下旬から公募を開始する予定です。（詳細については下記までお問合せください。）

施策情報

農林水産省のホームページでも事業に関する情報をご覧いただけます

お問い合わせ先

事業の詳しい内容については、次の各担当までお気軽にお問合せください。
農林水産省 経営局構造改善課 経営構造対策企画班 ０３－３５０１－３７６８(農業法人等の施設整備に関すること)

総合食料局流通課 流通改善班 ０３－３５０２－５７４１(事業協同組合等の施設整備に関すること)

農林水産省のホ ムペ ジでも事業に関する情報をご覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/（農林水産省）＞経営＞農地・構造改善＞経営構造対策＞広域連携


